
1 
 

北九州市立地適正化計画  

都市機能誘導区域、居住誘導区域の変更について 

○箇所図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○都市機能誘導区域の変更 

（変更理由）門司港地域複合公共施設整備事業の事業用地が確定したことによるもの 

 

 

 

 

○居住誘導区域の変更 

（変更理由）福岡県の土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域の変更によるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 番号 所在地 面積（ha） 
土砂災害警戒区域等 

指定年月日 

居住誘導区域から 
除外する区域 

①  門司区畑田 -0.05  令和 4 年 11 月 29 日 

②  門司区長谷一丁目 -0.09  令和 4 年 11 月 29 日 

③  若松区東二島四丁目 -0.10  令和 4 年 3 月 18 日 

④  小倉南区中吉田六丁目 -0.24  令和 4 年 3 月 18 日 

⑤  八幡西区瀬板一丁目 -0.004  令和 4 年 3 月 18 日 

居住誘導区域に 
追加する区域 

①  門司区畑田 0.49  令和 4 年 11 月 29 日 

合 計 0.01ha  

③若松区 
東二島四丁目 

① 門司区 
畑田 

⑤⼋幡⻄区 
瀬板一丁目 

②門司区 
⻑⾕ 1 丁目 

④小倉南区 
中吉田六丁目 

① 門司区 
清滝二丁目他 

 番号 所在地 面積（ha） 

都市機能誘導区域
に追加する区域 

①  門司区清滝二丁目他 1.1 

合 計 1.1ha 

 

【居住誘導区域】 

【居住誘導区域】 【居住誘導区域】 

【居住誘導区域】 

【居住誘導区域】 

【都市機能誘導区域】 

資料２ 
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○都市機能誘導区域の変更箇所図（① 門司区清滝二丁目他） 

 

 

 

○居住誘導区域の変更箇所図（① 門司区畑田） 

 

 

 

門司港駅 
追加区域 
（1.1ha） 
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○居住誘導区域の変更箇所図（② 門司区長谷一丁目） 

 

 

 

○居住誘導区域の変更箇所図（③ 若松区東二島四丁目） 
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○居住誘導区域の変更箇所図（④ 小倉南区中吉田六丁目） 

 

 

 

○居住誘導区域の変更箇所図（⑤ 八幡西区瀬板一丁目） 

 

 

 


